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令和５年７月18日付けで提出のあった事業計画書について、廃棄物の適正な処理の確保に関する条例

第44条第１項の規定による意見は次のとおりです。 

 

１ 提出のあった事業計画書 

廃棄物の処理施設の設置の場所 長野県須坂市大字井上字蛇沢728番１ 

廃 棄 物 の 処 理 施 設 の 種 類 圧縮梱包施設 

処理を行う廃棄物の種類（当該 

廃棄物に石綿含有廃棄物、水銀使用製

品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん

等が含まれる場合は、その旨を含む。） 

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、

金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 

以上いずれも特別管理産業廃棄物を除く。 

廃 棄 物 の 処 理 施 設 の 処 理 能 力 

廃プラスチック類：190.96t/日（23.87t/h：８時間稼働） 

紙 く ず：210.24t/日（26.28t/h：８時間稼働） 

木 く ず：300.08t/日（37.51t/h：８時間稼働） 

繊維くず：112.72t/日（14.09t/h：８時間稼働） 

ゴムくず：282.72t/日（35.34t/h：８時間稼働） 

金属くず：456.88t/日（57.11t/h：８時間稼働） 

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 

：424.96t/日（53.12t/h：８時間稼働） 

変 更 の 概 要 
新 旧 

  

 

２ 知事意見 

対象周辺地域の生活環境の保全に関

する事項についての意見 
事業計画は適当なものと考えられます。 

合意形成の方法に関する事項につい

ての意見 
事業計画は適当なものと考えられます。 

その他知事が必要と認める事項につ

いての意見 
特にありません。 

 


